
■特集■これからの有期・派遣・請負

有期労働契約に対する法規制の今後
一有期労働契約研究会報告書を読んで－

はじめに

(1)有期労働契約をめぐる最近の動き

厚生労働省は，同省労働基準局長の委嘱の

下に設置され，昨年(2009年)２月23日以来，

本年（2010年）８月24日に至るまで１８回の会

合を通じ議論を重ねてきた有期労働契約研究

会（座長・鎌田耕一東洋大学教授。以下「研

究会」と記す）の「(最終)報告書』（以下｢報

告書』と記す)１）を同年９月１０日付けで公表

した。翌10月26日に開催された第８２回労働政

策審議会労働条件分科会（分科会長・岩村正

彦東京大学教授）は早速，「有期労働契約」

を議題に掲げ，来年（2011年）末の建議へ向

けて動き始めている2)。例えば，近時にお

ける平成１７年９月15日付け「今後の労働契約
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法制の在り方に関する研究会報告書」（以下

「｢在り方」研究会報告書』と記す)３）を経

て労働契約法が制定されるに至った経緯から

すれば4)，上記分科会の動きは，おそらく

「報告書」をたたき台とした，有期労働契約

（期間が付された労働契約）に関する新たな

立法作業が緒に就いたことを意味するのであ

ろう。なお「報告割によれば，研究会が組

織され当該契約に対する法規制につき議論す

るに至った経緯として，①2003（平成１５）年

改正労働基準法（平成１５年法律第104号）附

則第３条の定め5)，および，②有期労働契

約を締結した労働者(以下｢有期契約労働者」

と記す）に関して平成18年12月27日付け労働

政策審議会答申「今後の労働契約法制及び労

働時間規制の在り方について（報告)」がな

した言及6)，以上２点が挙げられている

１)2010(平成22)年９月１０日付け厚生労働省報道発表資料・別添２(http://www・mhlw､go・jp/stf/houdoW2r9852000000

q2tz罰mgj2r9852000000qaxy､pdf）を参照されたい。

２）第８２回同分科会の議事次第（http://www・mhlw・go・jp/stf/shingi/2r9852000000uz2医att/2r9852000000uz6w､pdf）

および同会譲へ提出された資料No.３「検討のスケジュール（案)」（http:〃www､mhlw・gojp/stf/shingi/2r9852000000uz

2e戸att/2r9852000000uz55､pdf）を参照。

３）同報告密は，荒木尚志＝菅野和夫＝山川隆一｢詳説労働契約法』(弘文堂，2008年)197頁以下のほか，http://www・

mhlw・go・jp/shingi/2005/09/dySO915-4d,pdfを参照されたい。

４）荒木＝菅野＝山川（以下「荒木ほか」と配す）・前掲駐(3海37頁以下等参照。

５）同条の文言は，次の通りである。

「政府は，この法律の施行後三年を経過した場合において．この法律による改正後の…[同法]第十四条の規定について，

その施行の状況を勘案しつつ検肘を加え，その結果に基づいて必要な措腫を癖ずるものとする｡」

なお，同年の労基法14条改正を解説したものに，中内哲「有期労働契約」ジュリ1255号（2003年）３６頁等がある。

６）当該答申は，同日付けで同審議会へ宛てられた労働政策審磯会労働条件分科会報告「今後の労働契約法制及び労働時

間規制の在り方について（報告)」にそのまま依拠しており，この報告５頁には，「有期契約労働者については，…就業栂造

全体に及ぼす影響も考恵し，有期労働契約が良好な扇用形態として活用されるようにするという観点も踏まえつつ，引き続

き検肘することが適当｣との罷述がある｡http:〃www､mhlw・go.』p/houdou/2006/１２/dl/hl227酉4a・pdfのほか，荒木ほか・
前掲駐(3暦272頁以下（とくに275頁）も参照されたい。

２季刊労働法231号(2010年冬季）



（｢はじめに」１頁)。

(2)本稿のねらい

本稿は，研究会が12回の会合を終えた時点

で公表された平成22年３月１７日付け「中間と

りまとめｊ７）との差異を意識しながら「報告

書』の要旨8)を紹介するとともに(後掲二)，

上記審議会が来年（2011年）末に建議を予定

していることに鑑みて，そう遠くない将来，

新たに提案されるであろう有期労働契約に対

する法規制に『報告書』で示された諸施策等

がどれほどの影響を与えるかの検証を試み

（後掲三)，最後に，当該規制の行方や課題

に言及することを意図している（後掲四)。

『報告書』の要旨

「報告書』は，「第１総論的事項」「第２

締結事由の規制，更新回数や利用可能期間

に係るルール，雇止め法理（解雇権濫用法理

の類推適用）の明確化」「第３労働条件明

示等の契約締結時の手続に関連する課題｣｢第

４有期労働契約の終了（雇止め等）に関す

る課題」「第５均衡待遇，正社員への転換

等」「第６１回の契約期間の上限，その

他｣，以上６章全26頁で構成されている。

「第２」および｢第３」の見出しが(一部）

変更されたものの，こうした進行自体，およ

び，各章で具体的に検討された項目（小見出

し）は，『中間とりまとめｊのそれと同一で

ある。以下，順にその内容を確認する。

(1)第１について（２～９頁）

本章は，①現状と課題，②検討に当たって

有期労働契約に対する法規制の今後

の基本的考え方，③検討に当たっての留意事

項を明らかにする。

①有期契約労働者の現状は，「雇用の不安

定さ，待遇の低さ等に不安，不満を有し，こ

れらの点について正社員との格差が顕著」で

あると把握される。それは，研究会にもたら

された実態調査9）によって浮かび上がっ

た，ア）企業側の事情としての，Ａ企業側

が人件費負担軽減と景気変動への備えを主な

理由として有期雇用を採用している反面，Ｂ

約７割の事業所では雇止めを実施したことが

なく，中には，平均契約更新回数が11回以上

である事業所，あるいは，有期契約労働者の

平均勤続年数が10年を超える事業所が約１割

程度存在する点と，対するイ）有期契約労働

者側の事情としての，Ｃその割合は雇用者総

数の14％弱を占め，Ｄ正社員としての働き口

がなくやむを得ず有期労働に従事している

者，解雇・雇止めあるいは賃金水準に対する

不満を覚える者がそれぞれ約４割に上ってい

る点等が裏打ちしていると推測される。

他方，有期契約労働者の雇用の安定・公正

な待遇等を確保するため，「今後は，契約の

締結から終了に至るまでを視野にいれて，い

かにして有期労働契約の不合理・不適正な利

用がなされないようにするかという視点」か

ら（『中間とりまとめ』は下線部に触れず)，

「有期契約労働をめぐるルールや雇用・労働

条件管理の在り方を検討し，方向性を示すこ

と」が課題として受け止められている。これ

は，ウ）有期労働契約に対する法規制の現状

が，Ｅ制定法に直接根拠を置く契約期間の上

７）２０１０（平成22）年３月17日付け厚生労働省報道発表資料（http://www､mhlw､go.』p/stf/houdou/2r98520000004psb

-img/2r98520000004x極.pdf）のほか，労旬1722号（2010年）５５頁以下も参照。

『中間とりまとめ』を検討したものに，川田知子「『有期労働契約研究会中間とりまとめ』を説んで」労旬1722号（2010

年）６頁がある。

８）実務家の立場から『報告鋤の概要を紹介したものに，日本労働弁膜団「2010年版労働者の権利白笹」季刊労働者の

梅利286号（2010年）３頁（とくに13頁以下）を参照されたい。

９）同鯛査には，厚労省労働基準局が実施し2009(平成21年)９月30日開催第６回有期労働契約研究会に提出された①｢平

成21年有期労働契約に関する実態鯛査（璽業所鯛査）報告番」（http://www・mhlw・go.jp/Shingi/2009/０９/dl/sO93ト10c・

pdf)，②｢同実態鯛査(個人調査)報告香｣(http://www・mhlw､go.jp/shingi/2009/09/dl/sO930-10c､pdf)のほか，③(独）
労鰯政策研究・研修機栂が実施し同年12月24日開催第10回上配研究会に提出された「企業における望ましい無期契約と有期

契約の役割について」（その概要は．http:〃www・mhlw､go・jp/shingi/2009/１２/dl/s1224戸16cpdf参照。当該鯛査の睡終

結果は．労働政策研究報告書No.126『有期契約労働者の契約・扇用関係に関するヒアリング溺査結果』（上記機栂，2010年

９月）にまとめられた（http:〃www・jil､go.』p/instituteﾉrEports/2010/documents/0126.pdfからダウンロード可能))，以
上の３つがある。
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限（労基法１４条)，期間途中における解雇規

制（民法628条・労働契約法１７条）等や，Ｆ

「有期労働契約の締結，更新及び雇止めに関

する基準」（平成15年厚労告第357号，平成２０

年同第１２号により改正。以下「大臣告示」と

記す)，Ｇ雇止めに対する判例法理１０)，以上

に留まることに依拠するのであろう。

②では，ア）わが国の労働市場（雇用シス

テム）の公正を確保・機能するためのルール

設定，イ）有期労働の多様な実態を踏まえた

対応，ウ）労働契約の原則確認とその発展，

以上３点が示された。

「中間とりまとめ』が，アにおいて，有期

労働契約法制と労働者派遺・パートタイム労

働法制との相互関係に対する留意に触れる反

面，当該契約法制と「正社員に適用される

ルールとのバランスは意識されるべきである

が｣，本研究会は当該ルール「そのものを論

ずる場ではない｣としたのに対し，「報告書」

は，「多様な正社員」（従来の正社員でも非正

規社員でもない，職種や勤務地等が限定され

てはいるが期間の定めのない労働契約（無期

労働契約）で雇用される者なども含めた多様

な類型の労働者の総称)'')の環境整備によっ

て，有期契約労働者→「多様な正社員」→正

社員へと続く連続的で多様な選択肢の用意が

「公正な待遇等を実現するために有用」と説

く。また｢報告割は，「労働者の均衡待遇・

正社員化の推進，マッチング機能も重視した

就労支援」等に果たす「政府の役割」も重要

という（｢中間とりまとめ｣はこれに触れず)。

イは，有期契約労働者が４類型（正社員同様

職務型，高度技能活用型，別職務同水準型，

軽易職務型)'2)に分かれることに加え，有期

契約を（不）本意で締結している労働者の存

在等を挙げ，当該契約の多様さを強調する。

ウに関し「中間とりまとめ』は，労働契約法

３条各項の原則と有期労働契約との関係につ

いて，「関係法令の整合性に配慮しつつ，よ

り機能を発揮するよう発展させることが必

要」と述べていたところ，「報告書」では，

これに続けて，当事者双方の意思を超越して

「無期契約と見なす」等の私法上の効果条項

を設けることには．「労働契約の合意原則と

の関係に十分に留意が必要」との記載等が加

えられている。

③については，ア）労使当事者の予測可能

性向上，紛争予防と迅速な解決への貢献，

イ）諸施策の相互関係・効果等の考慮，ウ）

総合的な比較法的検討，エ）従来の規制手法

の総合的活用，以上４点が具体的に挙げられ

た。アでは，設定された新たな規範が当事者

の行為規範としてだけではなく，行政機関の

助言・指導にとっても効果的であること，イ

では，当該規範による「副作用」の緩和・防

止，エでは，「集団的な労使間の合意」を活

用する「諸外国の例も参考に，当事者による

自主的な創意工夫を取り込める余地を残した

ルール」設定の必要性に「報告書」は言及す

る（『中間とりまとめ』は下線部に触れず)。

(2)第２について（10～16頁）

本章は，①基本的考え方，②締結事由の規

制，③更新回数や利用可能期間に係るルー

ル，④雇止め法理（解雇権濫用法理の類推適

用の法理）の明確化，以上４点を検討してい

る。

①に関して「報告書」は，「第１」で確麗

された有期労働契約の不合理・不適正な利用

を防止するという視点からすると，当該契約

の「利用自体を対象にするルールを如何に設

けるかが検討の中心となる」とし，具体的な

検討課題として②③④を想定する。これらに

１０）これは，東芝柳町工場事件蛾高戚判決（通一小判昭４９．７．２２民集28巻５号927頁）や日立メデイコ駆件最高裁判決

（遮一小判昭６１．１２．４労判486号６頁）を通じて形成された判例法理を指す。その内容については．『報告割３頁脚駐５

のほか，倒敏「有期労働契約の終了」法セミ671号（2010年）８頁等参照。

１１）これは，本年（2010年）７月14日付けで公表された厚生労働省扇用政策研究会（座長・樋口美雄塵塵装塾大学教授）

の報告書｢持続可能な活力ある社会を実現する経済・屈用システム」(http:〃www・mhlw・go.jp/stf/houdou/2r9852000000

cguk剤、g/2r9852000000ch2y・pdf）１７頁で用いられた概念の引用だが．さかのぼれば，久本憲夫『正社員ルネサンス」（中

公新香，2003年）で提案された働き方のモデルである（同密「はじめに」iii頁等参照)。

１２）この類型は，前掲駐(9)の実顛鯛在②１０頁で用いられたものである。
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つき，「それぞれが抱える課題，規制がもた

らす効果，影響等を念頭に置きつつ，また，

他の施策との組み合わせによる施策の全体像

も描きながら検討が必要」とする一方，「有

期契約労働者が充実した職業生活を送ること

ができる可能性を最大限広げるという視点も

持ちながら，今後…政策…立案…関係者にお

いて適切に判断される」ことを望むとの記述

も見られる。

②は，有期労働契約に対する規制のいわゆ

る「入口」に該当する。「中間とりまとめ」

は，締結事由が法定されているフランス'3）

や，当該事由を制限しつつ更新回数・利用可

能期間も規制するドイツ'4)を参照しなが

ら，無期労働契約の原則を採用することの是

非，かりに同原則を採用し「入口」を規制し

た場合，それに反する有期労働契約が締結さ

れた際の法的効果等について検討が必要とし

ていた。これに対し「報告書」は，わが国の

労使における有期扇用のニーズ・その利用実

態．フランスやドイツの事情等，様々に語る

が，本章でのメッセージの核としては，締結

事由に対する法的規制が実施されているフラ

ンス・ドイツでは，結局，個々の有期労働契

約における締結事由の法的適合性に関する司

法判断が求められてきた（あるいは，求めら

れる可能性がある）ことに鑑み，「締結事由

規制が…紛争の発生防止，迅速解決の観点か

ら有効に機能し得るかは，課題となろう」と

する点に求められるように思われる。かりに

締結事由を規制した場合，それに反する有期

労働契約が締結された際の法的効果等につい

て検討が必要とされた。他方，当該規制を実

施した場合には，続く③等の「必要性が相対

的に低下する…［と］考えられる」旨の記載

がある。また，「報告書』は，事由を問わず

に当該契約の締結を認めつつ利用可能期間に

上限を設けるスウェーデンも紹介することに

より，「入口｣規制を採用しない場合であれ，

有期労働契約に対する法規制の今後

「出口」規制（直下の③）を実施することの

有用性を説いてもいる（｢中間とりまとめ」

はこれに触れず)。

③は，②とは逆に，有期労働契約のいわゆ

る「出口」規制にあたる。『報告書』は，当

該規制に対し基本的に，「基準として一義的

に明確であり，労使双方にとって予測可能性

は非常に高い…ため，紛争の未然防止につな

がるほか，…労働者の意欲の向上にもつなが

り得ると考えられる。また，その『区切り』

を，労働者の雇用の安定…等と関連付けて制

度を栂築するなどにより広がりを持ち得るこ

とも評価に値する」との立場を採る。

具体的には，更新回数または利用可能期間

の上限（区切り）を設定し，これを超えた有

期労働契約に無期労働契約と同様の（もしく

Iま，これに類する）規範を適用する考え方

を，「有期労働契約を基本的には認めた上

で，…濫用と言える状態を排除する手法であ

り，今後稀少となっていく労働力の有効な活

用に資する」と評価する。とはいえ，かかる

区切りを設ける場合，それは「業種,職種

就業形態，…年齢等の属性といった多様性に

も留意しながら｣。「例えば，対象労働者の意

向も踏まえつつ，集団的な労使の合意I華

り，法律による…ルールを，当該労使にとつ

てより妥当性を持つ内容に修正し得るような

可能性…［等］を含め検討すべき」とされて

いる。さらに，一定の区切りを超えるに至っ

た場合の当該有期労働契約の法的効果につい

ては。「様々な選択肢が考えられる｣だけに

同契約の「多様性．労働者の意思の取扱いや

法的効果がもたらす影響，…［区切り手前で

の雇止めの誘発という］「副作用』'5)への対

処等を踏まえ」た検討を要するという（｢中

･間とりまとめ』は下線部に触れず)。

「[その制定法化によって］事案に応じた

妥当な処理が可能となり，…一定の「区切

り』の手前での…雇止めを誘発する可能性は

１３）同国の有期労働契約法制については，労働政策研究報告毎Ｎ0.1戸ｌ『ドイツ，フランスの有期労働契約法制閥壷研
究報告』（(独）労働政策研究・研修機栂，2004年）７２頁以下［奥田香子執餓］等を参照。
１４）同国の有期労働契約法制については，前掲駐(l錨11頁以下［橋本隠子執錐］のほか，中内哲「ＥＵ指令の影靭とドイ

ツ労働法制の現状」日本労働研究雑麓590号（2009年）６２頁（とくに65頁以下）等参照。
１５）韓国では上限到達時に，扇止めと契約の無期化双方の例が見られたという（『報告番』１４頁参照)。
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低い」とされた④雇止めの法理により有期契

約労働者が救済される時．同契約に付された

期間は更新されてなお存続する。「報告書」

は，当該法理が「この点で，労働者にとって

無期労働契約との格差を即座に解消するまで

の効果を伴うものではない。このルールを法

定化する際には，解雇権濫用法理が類推適用

された場合の法的効果も検討が必要」とする

（｢中間とりまとめ」は下線部に触れず)。ま

た，④は，②③が導入されない場合，およ

び，区切りに至るまでの期間でも機能するだ

けでなく，区切りを超えた際の有期労働契約

の法的効果の１つとすることで，労使に対す

る予測可能性を高める効果を期待できる旨，

示唆されている。

(3)第３について（17～18頁）

本章は，①契約締結時の明示事項等，②契

約期間について書面明示がなされなかった場

合の効果を論じている。

周知の通り，労基法１５条１項は労働条件明

示原則を定め，明示すべき事項には労働契約

の期間も含まれ（労基則５条１項１号)，そ

の方法は書面でなければならない（労基則５

条２．３項)｡期間が明示されなかった場合，

それは労働契約の内容として合意されず，当

該労働契約は期間が付されていないものと解

される１６)。この帰結は解釈であるから，法

令に明定されているわけではない。これをど

のように条文化すべきかが②の関心である。

また，有期契約労働者にとって「期間」以外

の重要な事項，例えば，契約更新の有無や更

新する・しないを決する基準等は上記原則と

の関係でいかに取り扱われるべきかも法的課

題といえる。①はこれを指す。

①のあるべき方向性について．「報告番』

は，ヒアリング調査での指摘に基づき，他

方，紛争防止の観点から，大臣告示が命じる

有期労働契約更新の判断基準等に関する明示

義務を法律に規定し規範性を高める可能性を

指摘する（『中間とりまとめ」が明確に表現

しなかった下線部分を「報告書」が補完)。

その際，労基法15条と同様に刑事罰で担保さ

れる取締規定とするか，契約ルール（民事上

の効果）として規定するかを検討すべきとい

う。上記契約の更新可能性等を明示した場合

に当該明示が更新・雇止めの効果に与える影

瀞等も整理する必要性があるとされている。

②では，締結時に期間の明示がない労働契

約を無期契約として取り扱うような効果を付

与することが想定される。もっとも，様々な

選択肢が考えられるその法的効果について

は，他の施策(例えば，前掲｢区切り」超え）

との関係に留意しつつ，また，契約期間の明

示「時点」についても17)，上述の法的効果

とも関連させつつ紛争防止等に資するよう，

いずれも検討する必要があると指摘された

（｢中間とりまとめ」は下線部に触れず)。

(4)第４について（19～21頁）

本章は，①契約期間の設定，②雇止めの予

告等，③雇止め後の生活安定等，以上３点に

ついて述べている。

①の関心は，実務で進行していると思われ

る１回の契約期間の短縮化（細切れ化）であ

る18)。『報告瞥』は，労働契約法１７条２項を

「踏まえ，必要以上に短い期間を定めること

がないようにする方策を検討することが必

要」とした。その際，いわゆる「出口｣規制，

とりわけ更新回数の上限規制が識じられた場

合，当該「細切れ化」に対応する「必要性は

相対的に低下する」と考えられている。

②では，大臣告示２条の対象労働者の拡大

へ向けた見直しと，前掲(3)①同様，法律上の

規制への格上げ等を検討すべきと言及された

１９)。なお，いわゆる「入口」規制（締結事

１６）東京大学労働法研究会網『注釈労働基準法上割（有斐閣，2003年）283頁［大内伸哉執簸]・荒木ほか・前掲駐(3)

番192頁等参照。

１７）労働条件を締結時点から一定期間内に明示すればよいとする賭外国の例があるという（『報告香』１８頁参照)。

１８）ヒアリング開査の結果，労働者側が実態として受け止めているとされた（『報告密』１９頁参照)。

１９）但し，「高度技能活用型」に骸当する有期契約労働者等は，むしろ，予告制度の適用対象から外す方向での検肘が促

されている。他方．「軽易職務型」の当骸労働者と使用者との間では，風止めの予告を契機にコミュニケーションが図られ

ることの童獲が見いだされるという（『報告感』１９～20頁参照)。
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討可能とされる（｢中間とりまとめ」は下線

部に触れず)。

(5)第５について（22～24頁）

本章は，①基本的な考え方，②均衡待遇な

ど公正な待遇，③正社員への転換等，以上３

点を検討している。

①は，ア）有期契約労働者と正社員との間

における均衡のとれた待遇，イ）有期労働契

約の無期化，ウ）当該労働者の正社員転換，

以上３点を推進することを具体的な施策とし

て挙げる。アは，実態鯛査に基づくと「正社

員同様職務型」や「軽易職務型」の労働者が

層として（約４割前後）自らの労働条件の低

さに不満を有している点，イ・ウは有期契約

労働者の雇用安定や職業能力形成を推進すべ

きことを根拠とする。前掲(4)③同様，これら

も，いわゆる「入口」「出口」規制のあり方

由規制）が実施される場合には，「雇止め予

告の必要性は相対的に低下する」という。

③は，②に関連し，解屈予告手当（労基法

20条）に相当する手当の導入可能性等を論じ

ている。「報告香』は．不安定雇用の代償と

して契約終了時（更新時も含む）に一定の手

当を事業主が有期契約労働者に支払うフラン

スの制度が「無期化を促進する効果を持つ…

と考えられる」との評価の下で，わが国でも

「契約終了時の手当について，…慎重に検討

されるべき」とした。しかも，この点は，前

と比較するのか，…何が合理的理由がない不

利益取扱いに当たるかの判断を行うことが難

し」い等と評価された。他方，「パート労働

法の枠組み21)を参考に｣，有期契約労働者と

正社員との「均衡」待遇を図る方策は，「多

様な有期契約労働者を対象と…できるととも

に，努力義務等による行政指導等によるほ

か，…妥当な労働条件に向けた当事者の創意

工夫を促すなどの実情に即した対応を可能と

する」一方，「パート労働法の枠組みや，平

成19年の同法改正法附則第７条22)に基づく

検討の動向に留意しつつ，引き続き十分に検

討していく必要」性が指摘されている。

③は，意欲と能力を有する有期契約労働者

に対して，正社員への転換等を図る方策を講

じることの有用性を説き，「パート労働法の

枠組みも参考にしつつ，事業主に対して，正

社員への転換を推進するための措置を義務づ

ける…など様々な選択肢を検討する必要があ

る」とする。その際，それぞれに正社員化に

対するハードルを抱える労使双方にとって．

「多様な正社員」概念のような「多様な雇用

モデルを…選択しうるようにすることも視野

に入れた環境整備が…求められる」とされ

た。

(6)第６について（25～26頁）

本章は，①平成15年労基法改正の影響等，

②暫定措置についての取扱いに触れた。

①は，労基法１４条に基づく原則最長３年

（例外的に５年）の契約期間の運用状況と労

使双方からのヒアリングを踏まえ，現行制度

の維持が｢一つの方向と考えられる｣とした。

なお，いわゆる「出口」規制．とりわけ利用

可能期間の上限制限が実施される場合は，同

条のあり方にも影靭を及ぼすことが言及され

ている。②は，労基法附則137条の今後につ

いて，実態調査およびヒアリングを踏まえる

と，「その役割を終えた…と考えてよいか，

とは切り離して検討可能とされた（『中間と

述の「入口」「出口」規制とは切り離して検
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有期労働契約に対する法規制の今後

りまとめ』は下線部に触れず)20)。

②では，まず「(正社員に比して）有期契

約労働者であることを理由とする不利益取扱

いの禁止」を掲げるＥＵのような規制をわが

国で導入することの可否が儲じられる°これ

については，日本における賃金が「諸外国の

ように職務ごとに…決定される職務給体系と

はなっていない」ため，「何をもって正社員

２０）とはいえ，「入口」たる締結事由規制を実施しない場合には，本文に掲げた３つの施策に対する「期待がより大きく

なる」とされている（『報告笹』２２～23頁参照)。

２１）明示されていないが，おそらく同法の８条から１１条が念頭に瞳かれていると推測される。

２２）同条の文官は，次の通りである・

「政府は，この法律の施行後三年を経過した場合において，この法律による改正後の…［同法］の規定の施行の状況を勘

案し，必要があると腿めるときは，当骸規定について検肘を加え．その結果に基づいて必要な措圃を鰯ずるものとする｡」



更に議論す…べき」とする。

(7)小括

以上，「報告書」の要旨をその進行に従っ

て確認してきた。その際，本稿は「中間とり

まとめ』と『報告書』との差異を意識したが，

この観点からすると，第３から第６までの検

討項目に対しては，「中間とりまとめ」「報告

書』双方で研究会の基本的姿勢は変わらず維

持されたように見える。反面，第１・第２の

検討項目では，『報告書ｊが，①「いかに有

期労働契約の不合理・不適正な利用を防止す

るか」という基本方針，②「多様な正社員」

概念の確認，③本意な選択・不本意な結果と

しての有期契約労働者の存在，④労使合意の

原則に立脚した「みなし」規定に対する消極

性，⑤集団的な労使合意の活用（以上，第

１)，⑥「入口」である有期労働契約の締結

事由規制に対する抑制的姿勢，⑦「出口」で

ある更新回数・利用可能期間規制および雇止

め法理の明確化に対する積極的評価（以上，

第２)，以上の点を『中間とりまとめ』から

踏み出して示したといえ，これらは，両者の

メッセージに生じた大きな変化であり「報告

書』の特徴点として捉えられよう。

施策等の検証

冒頭一で述べたように，『報告書」の内容

は，新たな有期労働契約法制にかなり大きく

作用すると推測される｡ここでは，「報告書」

で示された施策等が；従来までの議論との関

係でいかなる意義を有するかも確認しなが

ら，立法に及ぼす影響の検証を試みる。その

ため，個々の施策を背後で支える『報告書』

第１や第２・第５における「基本的考え方」

は正面から取り上げず，必要な限りで言及す

る。

(1)第２について

有期労働契約に対する法規制は，「報告

書』でも指摘されたように，契約期間の上限

を定めた労基法１４条，当該契約の中途解約に

関する民法628条・労働契約法１７条（特則と

しての労基法附則137条）等，限られた事項

に向けられてきた。いいかえれば，こうした

規制対象から外れた有期雇用に関わる多くの

事項は．労使間の契約自由に委ねられてい

る。

かかる原則からすれば，無期労働契約の締

結を望む労働者であっても，現実の職を獲得

するため，使用者から提示された契約に期間

を付すという労働条件に，やむをえずとはい

えいったん合意すれば，それは，法的な制約

が及ばない契約自由の範鴫に属する事項とし

て許容される（＝入口)。このことは，労働

者の当初の意思とはかけ離れているものの，

契約期間に内在する自動終了機能23)により

「雇止め」をも正当化する（＝出口)。

この「入口」「出口」の関係・法的状況こ

そ，裁判上であまたの事案が争われてきた原

因であり24)，かなり以前から学説が批判し

克服を試みてきた対象であった25)。判例が

無期労働契約に基づく解雇権行使に対する制

限法理(解雇権濫用法理｡現労働契約法１６条）

の類推適用を｢雇止め｣事案に援用したのは，

おそらく，原則として現れる上述の法的地

位・立場から（その要件設定ゆえにたとえ一

部に限られるのであれ）有期契約労働者を救

済する必要性を覚えたに他ならないからであ

ろう。その意味で，「報告書」が具体的検討

課題として真っ先に「入口」規制である「締

結事由｣，「出口」規制である「雇止め法理」

を取り上げたことは，当然といえる。

「｢在り方」研究会報告書」は，「[有期労

働契約の締結事由を］制限することは適当で

はない」としていた。それから５年経過した

『報告瞥ｊの表現では，先に見た通り，「[締

結事由への規制が］有効に機能しうるかは，

課題となろう」とされている。両者を比較す

２３）この機能については，小宮文人『扇用終了の法理」（信山社，2010年）129頁以下等参照。

２４）小宮・前掲駐(231番129頁等参照。

２５）その学脱史をたどった研究として，塵尚憲「有期労働契約の法理(一)」東京都立大学法学会雑誌39巻１号（1998年）

583頁（とくに601頁以下）等参照。

８季刊労働法231号(2010年冬季）



れぱ，『報告書』の方が当該規制を是とする

意義をより高く認めたとは少なくとも評価で

きよう。とはいえ，その文言に加え，フラン

ス・ドイツとは対照的な制度を有し「中間と

りまとめ」では触れられなかったスウェーデ

ンが新たに紹介されたことにも鑑みると，

「報告番」が締結事由に対する立法を促して

いると受け取ることは困難といわざるを得な

い。こうした『報告智」の立場と，期間設定

を正当化する合理的理由を使用者側に求める

見解が強く主張される学説26）とは，なお大

きな開きがある。

翻って，「出口」規制である後者（雇止め

法理の明確化）では，「事案に応じた妥当な

処理が可能とな」る等として，一転，「報告

書ｊは立法に前向きな姿勢を見せる27)。但

し，有力学説がそれに消極的な立場を示し

28)，また，その制定法化を支持するもの

の，現在の雇止め法理をそのまま立法化する

ことの困難性を指摘する見解もある29)。か

つ，『報告劃自身が立法化に向けたいくつ

かの課題を指摘しているだけに，同法理が実

際に立法化されるかは注意を要すると思われ

る。

締結事由規制に積極的な学説が並行して主

張することが多い，もう１つの「出口」規制

である「更新回数・利用可能期間に係るルー

有期労働契約に対する法規制の今後

ル」の設定では，「報告書」は．「今後稀少と

なっていく労働力の有効な活用にも資する」

あるいは「規制基準として一義的に明確であ

り，労使双方にとって予測可能性は非常に高

い」等のように，立法に対してさらに種極的

な評価を打ち出した。ところが，当該ルール

にとって最も肝心な①更新回数・利用可能期

間の具体的上限(『報告割のいう｢区切り｣)，

②この「区切り」を超えた有期労働契約の法

的効果，いずれにおいても．『報告書」は，

かくあるべしという明確な方向性を示さず，

参考となる数値や選択肢に触れるに留まって

いる。①のうち，更新回数については，学説

で唱えられる「１回｣30)よりも綴やかな「３

回」（雇止めの予告対象の要件たる大臣告示

２条参照)，利用可能期間では，諸外国にお

ける「２年」「４年」に加え「３年」（契約期

間の上限を定める労基法14条参照）が言及さ

れた。学説には，同条を根拠に「５年」を挙

げる見解等もある３１)。②における上記法的

効果については，学説で最も主張される，

ア）当該契約を無期労働契約とみなす，のほ

か，イ）無期労働契約への変更の申込みがあ

ったものとみなす，ウ・同契約への変更の申

込みを使用者に義務づける等が並列された

32)。イやウは，「報告書」の基本的視座であ

る労使合意の尊重(第１の２(3))を踏まえて，

２６）川田・前掲姓(7)陰文９頁，根本到「有期労働契約法制をめぐる理飴的課題」季刊労働者の樋利283号（2010年）７頁

（とくに10頁以下)，中島正雄「経営悪化を理由とする有期契約の更新拒否」労旬1697号（2009年）３４頁（とくに40頁)，島

田陽一「有期労働契約法制の現状と立法課題」民商法雑鰭134巻６号（2006年）851頁（とくに871頁以下)，唐津博「2003年

労基法改正と解扇・有期契約規制の新たな展開」日本労働研究雑麓523号（2004年）４頁（とくに13頁)，川口英賀「2003年

労基法改正と検肘課題」季刊労働者の樋利252号（2003年）２頁（とくに１０頁以下）等参照。

他方，これに慎亙な立場として，オランゲレル「有期労働契約に対する法規制のあり方に閲する日本・中国・ドイツの比

較法的分析」神戸法学雑膨56麹４号（2007年）145頁（とくに205頁以下)，樫庭涼子「有期屈用労働」角田邦ｎ口毛壕勝利

＝浅倉むつ子緬『労働法の争点［第３版]』（有斐閣，2004年）275頁（とくに276頁）等がある。

２７）学脱では，川田・前掲姓(7)陰文１０頁が．蝿的に扇止め法理を法制化せよと主張する。これに対し、土田道夫「解屈権

濫用法理の正当性」大竹文雄＝大内伸哉＝山川陸一組I解雇法制を考える［地補版]』（勤草書房，2004年）９１頁（とくに１１４

頁・'20頁）は．法制化ではなく，ガイドライン等による明確化を求める。

２８）菅野和夫『新・圃用社会の法［補訂版]』（有斐閣，2004年）264頁は同法理を立法化することの困睡性を指摘する。

また，比較法的分析に基づき当咳立法化に消極的な立場を採るものに，オランゲレル・前掲駐”麓文206頁以下等がある。

２９）小宮・前掲賎03,F158頁以下は，東芝柳町工場事件最高裁判決における「期間の定めのない契約と実質的に異ならな

い状憩」という要件股定の困難を理由に，「扇用継綾の合理的期待が生じたといえる場合」（日立メデイコ事件殿高叡判決参

照）のみを立法化することを唱える。

３０）川口・前掲駐@a鎗文１１頁参照。島田・前掲姓０８麓文875頁は，「契約期間の上限の範囲内で更新を１回に限り阻める」

とする。

３１）島田・前掲駐(２０諸文874頁は，労基法１４条を参考に，自らの賦案として提示した締結事由に沿って「３年」または「５

年」を股定すべきとする。小宮・前掲駐q3nFl58頁もこれと同旨と思われる。
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派遣先事業主による派遣労働者の直接雇用義

務を設定したとされる労働者派遣法40条の

４．同条の５と同様の規定手法を取り込んだ

のではないか。①②とも「区切り」手前の雇

止めという｢副作用｣への対処を要するため，

上記ルールも立法化への困難を伴うと推測さ

れる。それだけに，『報告書jが①｢区切り」

規制に「集団的な労使の合意」（１４頁。明言

されていないが，労働協約，それとも，事業

場におけるいわゆる過半数労働者代表制を想

定しているのか？）の活用を考慮している点

は，実際の立法化を補助する機能を期待して

いるのであろう。

(2)第３について

「報告書」は，①契約締結時の明示事項等

に対し，大臣告示で示された事項を法律上の

明示義務とすべきことに菰極的な姿勢を見せ

る一方，同義務の対象事項の具体的範囲や当

該義務の法的性格については明言を避けた。

しかしながら，「｢在り方」研究会報告書ｊ６９

頁がすでに「[大臣告示に規定されている］

更新の可能性の有無や更新の基準の明示の手

続を法律上必要とすることとし，使用者がこ

れを履行したことを雇止めの有効性の判断に

当たっての考慮要素［筆者註：「報告書」１７

頁にいう労働契約ルール（民事上の効果)］

にすることが適当」と述べている33)。これ

との対比で，『報告書」の上記姿勢がやや後

退したかのように感じられるのは否めない。

学説には『｢在り方」研究会報告書』に肯定

的評価を与える主張等がある34)。

続く②契約期間について書面明示がなされ

なかった場合の効果につき，『報告書』は，

従前の解釈同様，期間の定めのない労働契約

として扱われるべきという方向性を示し，条

文の規定方法に関する複数の選択肢を挙げは

したが，具体的な当該規定方法にまで踏み込

まなかった。ここにも「期間の定めのない契

約…とみなすことが適当｣35)とした『｢在り

方」研究会報告書』から見た際の「報告書』

の消極性が現れている｡なお，学説には，「書

面の明示は存在しないが口頭で有期労働契約

である旨の合意が当事者間で明確に存在する

場合には，当事者の意思…解釈によって契約

内容を決定すべき」との主張がある36)。

(3)第４について

①の関心である１回の契約期間の細切れ化

に対する規制として，「報告書」も触れる労

働契約法１７条２項をひとまず挙げることがで

きる。同項の立法趣旨は，有期労働契約の雇

用保障機能37)の保謹と把握してよいようで

ある38)。但し，同項の文言上，その法的効

力は私法上それほど強いものとは解されない

だけに39)，「報告書」が指摘する「[当該細

切れ化への］方策を検討する必要性」は理解

できる。しかしながら，この論点は従来さほ

３２）アを主喪するものに．島田・前掲註⑮箇文874頁以下，小宮文人「有期労働契約と労働契約法制」労旬1615号（2006

年）６７頁（とくに69頁)，川口・前掲註”箇文11頁等参照。根本・前掲姓､a霞文１１頁も，この「みなし」効果を前提に銀篭
しているように思われる。

他方，イ・ウを主狼するものに，川田・前掲肢(7)麓文１１頁等参照。

３３）荒木ほか・前掲註(3)野252頁参照。

３４）小宮・前掲肢“飴文69頁以下等参照・川田・前掲肢(7)鐙文１１頁は『｢在り方」研究会報告書』に触れることなく,『中

間とりまとめ」に対して同様に解価する。なお，川口・前掲駐伽蛤文11頁は，契約期間を付す理由をも明示蕊務の対象にす

べきという。

また，これらと同旨と思われる根本・前掲註(２０陶文１３頁は，有期契約労働者にとって契約期間以外の腫要な'｢事項が労働

者に不利益を及ぼす場合には，密面性を要件とすべき」とも述べる。

３５）荒木ほか・前掲姓(3)番251頁以下のほか，川口・前掲駐㈱陰文11頁等も参照。

３６）川田・前掲姓(7)姶文12頁。

３７）この機能については．例えば，小宮・前掲駐”野162頁以下参照。

３８）荒木ほか・前掲駐(3厩156頁以下参照。

３９）菅野和夫I労働法［第９版]』（弘文堂，2010年)188頁以下は馴示規定と解するが，山川隆一『雇用関係法［第４版]』

（新世社，2008年）281頁は扇止めの法的効力を判断する際の考恵要素になるという。同旨，和田壁ほか「労働契約法逐条

解鋭」労旬1669号（2008年）１９頁以下（17条に関する解脱57頁［奥田香子執餓]）参照。これらのほか，荒木ほか・前掲註

(3)暦157頁も参照。
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ど議論されていない。これと同じことは，③

雇止め後の生活安定等における「解雇予告手

当」相当の手当導入の是非についてもあては

まる。かかる状況に対してこそ，「報告書」

による具体的施策の例示や複数の選択肢の提

示がなければ，「報告書」が指摘あるいは希

望する「検討」が深まらない（そもそも始ま

らない）ように思われる。

なお，②扇止めの予告等については，「雇

止めをめぐるトラブルを防止するという観点

から｣．すべての有期労働契約を「予告制度

の対象とすべき」との主張40)が見られる。

(4)第５について

本章の核心である正社員と有期契約労働者

との均衡待遇は，労働契約法の制定を答申し

た当時の労働政策審議会労働条件分科会にお

ける労働者代表委員から，前述したいわゆる

「入口」「出口」規制と並んで，それが実現

しなければ，「本質的な解決にはならな」い

と意見された41)事項である。

「｢在り方」研究会報告書」は，有期契約

労働者と正社員との均等待遇に限らず，一般

的に「労働契約においては，雇用形態に関わ

らず，その就業の実態に応じた均等待遇が図

られるべきことを明らかにすることが適当」

とした42)。この報告番が契機となって制定

された労働契約法３条２項(均衡の考慮)は，

実際すべての労働契約に適用される基本原則

の１つとして規定されている。とはいえ，同

項は理念的規定と解され43)，均等（あるい

は均衡）待遇原則が労使間で具体的な法的拘

束力を伴うためには，さらなる条文が必要で

ある。「報告書」が本章で言及するパート労

働法は，使用者とパート労働者との間でこれ

を実現するための存在と位置づけられる

“)◎

有期労働契約に対する法規制の今後

②均衡待遇など公正な待遇に関し，「報告

書」は，「有期契約労働者であることを理由

とする不利益取扱い禁止」条項の採用を唱え

る学説における見解45)を斥ける一方，パー

ト労働法が採る手法自体を「多様な有期契約

労働者を対象と」でき，「実情に即した対応

を可能とする」と稲極的に評価した。わが国

に従来なかった前述の「入口」「出口」規制

の導入如何とは異なり，ここでは，わが国に

おける既存の枠組みをいわば「借りる」こと

が想定されるから，当該規制のあり方よりも

踏み込んだ提案，あるいはより具体的な制度

が示されてもよい場面である。しかしなが

ら，パート労働法の見直し時期に差し掛かっ

ている現在，「報告書」は，②を「引き続き

十分に検討」する必要性の指摘で留めた。そ

れゆえ，②に関する『報告書」の立法への影

響力は相当に小さいのではなかろうか。

③における『報告書」の指摘には．文言と

して表れていないが，「多様な正社員」概念

が基底に置かれているように受け止められ

る。同概念は，少なくとも労働法学上，まさ

にこれから議儲されるのであり，これを根拠

に生成される政策の是非が決せられるには，

今後ある程度の時間が必要であろう。

(5)第６について

①では2003年労基法改正による労働契約期

間の上限規制（｢原則１年・例外３年」から

「原則３年・例外５年」への変更。１４条参

照)，②では上記改正で挿入された附則137

条，それぞれに対する是非（または，そのさ

らなる改正可能性）が関心の的であり，表現

は異なるものの，「報告書』は実質的に．い

ずれの制度も現状のまま維持することを強く

打ち出したと捉えられる。なお，①に対する

『報告書』の上記姿勢は，実態調査結果と労

４０）川田・前掲姓(7)臆文１２頁。

４１）荒木ほか・前掲姓(3)密275頁。

４２）荒木ほか・前掲姓(3)笹206頁・251頁参照。

４３）菅野・前掲駐伽噛75頁等参照。

４４）荒木ほか・前掲I注(3)密74頁等参照。

４５）川口・前掲畦伽瞳文11頁は端的に当骸禁止条項の挿入等を主喪する。川田・前掲姓(7)瞳文13頁以下は，『中間とりま

とめ』段階で，パート労働法における手法を有期労働契約法制へ生かすというあり方に潜む問題点を指摘・批判した上で，

同条項の採用を豚える。
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｝
」

安定等，回１回の契約期間の細切れ防止（以

上，第４)，四締結事由規制（第２)，あるい

は，均衡待遇など公正な待遇（第４）が該当

すると思われる。

四

将

使ヒアリングから導かれているが，2003年改

正直後における，原則・例外どちらの上限規

制の緩和もそれを正当化する説得的な説明・

根拠が示されていない，という学説からの厳

しい批判の展開46)がそれに影響を与えた可

能性も指摘できよう。

他方，②労基法附則137条には，法解釈上

の論点が生まれている。すなわち，ア）その

法的‘性格として，強行規定‘１７)か，それとも

「労働者の真の同意がある場合には［同条か

らの］逸脱が可能な半強行的規定｣48)か，

イ）同条に基づく労働者による退職の意思表

示に予告は必要か否か49)である。立法へ大

きな影響を与え解釈論争の整序に貢献しうる

はずの『報告書』は，これらに何ら注目して

いない。

(6)小括

以上，『報告書｡ｉで示された施策等を，従

来の議論との関係も確認しつつ，立法に与え

うる影響力という視点から検証してきた。

『報告書｣lの内容が新たな有期労働契約法

制に影響する場合，その影響力の向き（±）

と程度は，『報告書｣Ｉにおける記述に現れた

熱意．姿勢とその強弱に依拠するといえよ

う。そうであれば，立法される可能性が高い

と推測されるのは，『報告書』がその実現に

積極的・肯定的な姿勢を見せた施策であり，

その強度に着目すると，それぞれに課題を抱

えているものの，①更新回数・利用可能期間

規制，②雇止め法理の明確化(以上，第２)，

③契約締結時の明示事項等（第３)，④上記

①等の規制を超えた（あるいは，違反した）

契約を無期とする法的効果の付与（第２およ

び第３)の順に並ぶのではないか。他方，『報

告書』がその実現に消極的な姿勢を示した，

いいかえれば現行制度・現状の維持を期待し

た施策には，回契約期間の上限規制，労基法

附則137条（以上，第６)，回雇止め後の生活

来に提案されるであろう有期労働契約に関す

る法規制の内容を形成するのは，『報告書』

が積極的に評価した前掲三(6)に掲げた①～④

であると筆者は推測する｡もちろん『報告書』

は，これらが，既存の法律（労基法・労働契

約法）の改正を通じて，それとも，新法とし

て具現化されるべきかに沈黙するが，その内

容の多くは，取締法規としての労基法に親和

的とはいえないであろう。

そもそも研究会が組織され『報告割がま

とめられるに至った契機は，2003年労基法改

正に伴う衆参両院における厚生労働委員会の

附帯決議（衆議院：2003年６月４日，参議

院：同月26日）－４にもたどることができ

る。当該決議には，有期労働契約を「期間の

定めのない契約」とするみなし規定の制定。

労働契約に期間を付す理由の明示義務化有

期契約労働者と正社員との均等待遇など，

『報告書』で取り上げられた課題と重なる項

目が多く並んでいるからである。それらにつ

いて「早急に検討を行い，その結果に基づき

必要な措置を講ずること」を求めた同附帯決

議からすでに７年余が経過し，有期雇用問題

がますます深刻化しているだけに，上記①～

④に加え，学説等が強く求める締結事由規制

をはじめ，『報告書ｊが消極的評価を与えた

現状を変える諸施策（前掲三(6)回～四）も含

め，上記①～④以外の施策等につき，学説に

おける具体的な提案を参考にしながら，あら

ためて議論を深め労使間の利害対.立を乗り越
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４６）島田陽一「解脈・布期労働契約法制の改正の意義と問題点」労旬1556号（2003年）４頁（とくに９頁)，唐津・前掲

註(26)論文９頁等参照。

４７）唐津・前掲註(261論文１１頁等参照。

４８）東京大学労働法研究会綴『注釈労側基準法上巻補遺」（有斐棚，2003年）６頁［大内伸哉秋雄]。

４９）東京大学労働法.研究会調・前掲註（48）排５頁以下［大内伸哉執雄]，唐津・前掲註(26)論文９頁等参照。



えて，１つでも多くの施策が実現されなけれ

ばならない｡そのことが，『中間とりまとめ」

では触れられず『報告書」で示された「有期

労働契約の不合理・不適正な利用を防止す

る」という基本方針を貫くことに繋がる。

なお，『報告書』が関心を寄せていないと

ころにも，有期労働契約に関わる法律問題が

すでに横たわっている。具体的には，民法条

項との関わりで，ア）民法628条前段と労働

契約法17条１項にいう「やむを得ない事由」

の意義．関係50)，イ）民法628条前段の「や

むを得ない事由」と労働契約法16条の「客観

的で合理的な理由」との関係51)，ウ）民法

629条１項にいう｢従前の雇用と同一の条件」

の意義52)のほか，エ）いわゆる不更新条項

に基づく雇止めの効力53)等である。

今後，有期労働契約に関する議儲は，冒頭

一(1)で確認した通り，労働政策審議会労働条

件分科会で展開される。「報告書｣で｢検討」

が求められた事項だけでなく，民法（債権

法）改正の動きをにらみつつ，上述の解釈上

の論点・実際の労働事件における争点等にも

目を配って，できる限り網羅的・体系的な有

期労働契約法制の構築に向けた議総が深まる

ことを，筆者は切に願う。

有期労働契約に対する法規制の今後

５０）近時，これを飴じた武井寛「労働契約の解除に関する規定をどのように整序したらよいか」法時82巻11号（2010年）

51頁（とくに54頁）等を参照。

５１）菅野・前掲駐@蝿､94頁，小宮・前掲肢⑫鰭文72頁，島田・前掲駐(２０鶴文876頁以下，篠原個貴「有期労働契約の中途

解約と扇止めをめぐる一考察」季労212号（2006年）143頁（とくに156頁以下）等参照。

５２）周知の通り，判例・学脱において，その解釈に対立がある。菅野・前掲註､9ｳ香190頁等のほか，近時，これを陰じた

山下昇「労働契約における民法624条．625条．629条の遼義」法時82遡11号（2010年）４５頁（とくに48頁以下）も参照。

５３）興敏・前掲駐qOI鎗文８頁以下，奥田香子「有期扇用契約扇止め法理の動向」労働法学研究会報2449号（2009年）４頁

等のほか，「｢在り方」研究会報告番』７０頁（荒木ほか・前掲註(3)番253頁）も参照。
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